
〈広報ちがさき〉
発行部数約9万部
各月1日号 ・ 15日号
1枠分5万円

（5.4cm×12cm）

〈市ホームページ（スマートフォン対応）〉
月アクセス数約6万8000件（トップページ）
トップページ下部バナー広告欄の他、右上バナー広
告欄にランダムに表示
1枠分2万円（規格上下
60ピクセル×左右120
ピクセル、画像はGIF形
式で4キロバイト以内）

広報紙、市HPの有料広告を募集

空き状況や申し込み方法などの詳細は市　またはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   【秘書広報課広報担当】 

ホームページ

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

所得控除の対象となる介護保険

　急速な高齢化が進む中、高齢者が安心して暮らせるまちづくりのため、
市は昨年12月20日に、株式会社セブン-イレブン・ジャパンと「高齢者に
やさしい地域づくり推進協定」を締結しました。4月1日㈰以降市内のコ
ンビニエンスストア「セブン-イレブン」全27店舗に市の防災ラジオを県
内で初めて設置する予定です。放送内容の周知により認知症などで行方
不明となった高齢者などの捜索や、振り込め詐欺の被害防止につながる
ことが期待されます。

【高齢福祉介護課支援給付担当】

高齢者への見守りや声掛けで連携

セブン-イレブンと協定締結

医療費控除

●介護保険サービス� 【支援給付担当】
　対象となる介護保険サービスは右表のとおりです。
控除の対象となる項目・金額・居宅（介護予防）サービ
ス計画を作成した事業者名の記載がある領収書が必要
です。

●おむつ代� 【認定担当】
　医師が記入する「おむつ使用証明書」があれば、医療費控除対
象者となります。次のすべてに該当する方は、「おむつ使用証明
書」に代わる「おむつ代医療費控除確認書」を発行できる場合があ
ります。
・�要介護認定を受けている
・�おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降(1年目の方は医
師が記載した証明書が必要なため、市では確認書を発行でき
ません)
・�要介護認定の主治医意見書で、寝たきり状態で「尿失禁」があ
ることが確認できる

障害者控除（障害者・特別障害者に準ずる方）�【認定担当】

　身体障害者手帳を交付されていない方や、交付されていても見
直しを行っていないため等級が低い方でも、要介護認定を受けて
いる65歳以上の方で、次のいずれかに該当すれば、「障害者控除
対象者認定書」を発行できる場合があります。
・�認知症により日常生活に支障を来す症状があったり、行動や
意思疎通の困難さがあったりして、介護が必要
・身体障害者（3～6級）に準ずる方で介護が必要
・寝たきり生活が主体で、日常生活に介助が必要

社会保険料控除� 【保険料担当】

　納付済みの介護保険料は対象となります。

　所得税の確定申告で、所得額から控除できる対象は
次のとおりです。詳細は市役所高齢福祉介護課各担当へ
お問い合わせください。
　また、確定申告については藤沢税務署☎0466（22）
2141へお問い合わせください。
【高齢福祉介護課支援給付担当・認定担当・保険料担当】

介護保険サービスの医療費控除の取り扱い

サービスの種類 介護費用
自己負担分

食費自己
負担分

�居住費・
�滞在費・
�宿泊費
自己負担分

条件

施��

設

介護老人福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設 ○ 1

2 ○ 1
2 ○ 1

2 特別な食費・居
住費は対象外

介護老人保健施設、介護療養型医療施設 ○ ○ ○

居
　
　
　
宅

①　サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス等
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅
療養管理指導（医師等による管理・指導） ○ — — 特別な食費・滞

在費は対象外

介護予防サービス
を含む

※��生活援助中心
型の訪問介護
の部分を除く

通所リハビリテーション ○ ○ —
短期入所療養介護 ○ ○ ○
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一
体型事業所で訪問看護を利用する場合に
限る）

○ — —

複合型サービス（上記の居宅サービスを含む
組み合わせにより提供されるもの※に限る） ○ × —

②　①の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
訪問介護（生活援助中心型を除く）、夜間
対応型訪問介護、訪問入浴介護。
介護予防訪問介護は2018年3月末まで。

○ — — 居宅（介護予防）
サービス計画に基
づき、サービスを
利用していること

介護予防サービス
を含む

※��生活援助中心
型の訪問介護
の部分を除く

◆��生活援助中心
のサービスを
除く

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対
応型通所介護、小規模多機能型居宅介護。
介護予防通所介護は2018年3月末まで。

○ × —

短期入所生活介護 ○ × ×
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体
型事業所で訪問看護を利用しない場合と
連携型事業所に限る）

○ — —

複合型サービス（①の居宅サービスを含まない
組み合わせにより提供されるもの※に限る） ○ × —

地域支援事業の訪問型サービス◆ ○ — —

地域支援事業の通所型サービス◆ ○ × —
③　医療費控除の対象とならない居宅サービス等

訪問介護（生活援助中心型）、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、
特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、複合型サービス（生活援助中心型の訪問介護の部分）、
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスに限る）、地域支援事業の通所型サービス
（生活援助中心のサービスに限る）、地域支援事業の生活支援サービス

　　　　　　　　○：医療費控除の対象　　　　○ 1
2  ：半額分が医療費控除

　　　　　　　　×：医療費控除の対象外　　　　��—：もともと項目がない

【主な締結内容】
• �行方不明となった高齢者や障害のある方の
捜索への協力。各店舗に防災ラジオを貸与
し、従業者や来店者に情報を提供(防災ラ
ジオは4月1日以降設置予定)
• �認知症に対する正しい知識の普及・啓発
(オーナーなどを対象とする、認知症サポー
ター養成講座受講への協力)
• �高齢者などの見守り・安否確認� など

協定書を交わした服部市長（左）と
㈱セブン-イレブン・ジャパン林
ゾーンマネージャー

　3月25日㈰に開園予定の柳島スポーツ公園総合競技場の
メインスタンド棟２階壁面に、名前とメッセージを入れた
プレートを設置します。開園の記念にぜひご応募ください。

あなたの想いが競技場に柳島
スポーツ公園 名前入りメッセージプレート【スポーツ推進課管理担当】

対象　市内在住の方150人〈申込制(抽選)〉
申込　2月15日㈭までに茅ヶ崎スマートウエルネスパーク株式会社 で
ほか　費用無料。名前はニックネームも可
問合　茅ヶ崎スマートウエルネスパーク株式会社☎(57)0210

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URLhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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